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日

の
始
ま
り
は
寅

の
刻
説
存
疑

*山

本

利

達

要

旨

橋
本
万
平
氏
が

『
日
本

の
時
刻
制
度
』

(
昭
和
四

一
年
九
月
刊
)
に
お

い
て
、
中
古
や

中
世
の
資
料
に
よ

っ
て
、

一
日
の
始
ま
り
は
寅
の
刻
か
ら
で
あ

っ
た
と
述

べ
ら
れ
て
以
来
、

そ

の
説
に
従
う
人
は
あ
る
が
、
異
を
唱
え
た
人
は
な
い
。
橋
本
氏

の
提
出
さ
れ
た
資
料
を

検
討
し
て
み
る
と
、

あ
る
資
料
は
、
橋
本
氏

の
説
を
導
く
に
適
切

で
な

い
も
の
で
あ

っ
た

り
、
あ
る
資
料
は
当
時

の

一
説
で
あ

っ
て
、
寅

の
刻

か
ら

一
日
が
始
ま
る
と
い
う
説
が
、

ど
れ
程
有
効
だ

っ
た
の
か
は
明
ら

か
で
な

い
。

橋
本
氏

の
提
出
さ
れ
た
資
料
以
外

の
中
古
の
資
料
か
ら
は
、

丑
の
刻
か
ら

一
日
が
始
ま

る
と
い
う
考
え
が
、
宮
廷
社
会

で
は
有
効
だ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

『
小
右
記
』
の
長
保
元
年
十

二
月

一
日
の
記
事
中
に
、
太
皇
太
后
昌
子
の
崩
御

を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

　　
カロ

一
丑
剋
許
自
宮
告
送
云
、
御
悩
極
忽
者
、
傍
馳
参
、
問
女
房
、
至
今
非
可
奉
愚
、

(
先
是
剃
御
額
髪
、
閑
御
眼
之
比
、
名
香
盛
御
手
、
向
西
方
唱
給
弥
陀
宝
号
終
給
、

但
懸
給
宣
旨
、
未
令
臥
給
、
御
胸
猶
温
、
移
数
剋
奉
掻
臥
、
権
大
夫

・
源
宰
相

祀
候
、
女
房
出
御
遺
令

・
御
筆
書

一
巻
、
御
葬
送
及
観
音
院
事

・
自
余
雑
事
具

注
給
、
依
件
遺
令

一
々
可
執
行
、

「後
日
間
御
崩
日
、
候
御
所
之
僧
等
申
云
、

朔
日
子
終
丑
始
敦
、
猶
以
朔
日
可
為
崩
日
者
」
、
大
后
春
秋
五
十
、
在
位
計
三

年
、

(大
日
本
古
記
録
に
よ
る
。
)

ま
た
、
元
慶
元
年
四
月

一
日
お
よ
び

二
日
の

『
三
代
実
録
』

の
記
事
は
次
の
よ

う
に
あ
る
。

⇒

(
A
)
夏
四
月
壬
申
朔
、
夜
丑

一
刻
、

日
有
レ蝕
之
、
廟
初
子
三
剋
三
分
・
復

(
至
二寅
二
剋

一
分
一、
皇
帝
不
レ視
レ事
、
百
官
不
レ
理
レ務
、
不
レ挙
二常
祭
一、

(
B
)
先
レ是
中
務
省
豫
奏
二陰
陽
寮
所
レ
言
四
月
朔
夜
太
陽
蘭
之
事

一、
詔
命
二

明
経
紀
伝
明
法
等
博
士
一、
議
二
日
蝕
在
レ夜
、
廃
務
以
否
一、

(
C
)
従

五
位
上
行
大
学
博
士
兼
越
中
守
善
淵
朝
臣
永
貞
、
従
五
位
下
行
助
教

善
淵
朝
臣
愛
成
、
従
五
位
下
善
淵
朝
臣
広
琴
、
勘
解
由
次
官
従
五
位
下
兼
行
直

講
小
野
朝
臣
当
峯
、
外
従
五
位
下
美
努
連
清
名
等
議

日
、
春
秋
荘
公
十
八
年
穀

梁
伝
日
、

王
三
月
、

日
有
レ食
之
、
不
レ
言
レ
日
、

不
レ言
レ
朔
、
夜
食
也
、
何
以

知
二其
夜
食
一、
日
、
王
者
朝
レ
日
、
萢
密
注
日
、
王
制
云
、
天
子
玄
冤
而
朝
二
日

於
東
門
之
外

一、
故

日
始
出
、
而
有
二廟
傷
之
処
一、
是
以
知
二
其
夜
食

一也
、
何

休
日
、
春
秋
不
レ
言
二
月
食

一レ
日
者
、
以
二其
無
一レ形
、
故
閾
レ疑
、
夜
食
何
縁
書

乎
、
鄭
君
釈
レ之
日
、

一
日

一
夜
、
合
為
二
一
日
一、
今
朔
日
日
始
出
、
其
食
有
二

腐
傷
之
処
一未
レ
復
、
故
知
二
此
日
以
レ
夜
食

一、
夜
食
則
亦
属
二
前
月
之
晦
一、
故

穀
梁
子
不
レ為
レ疑
、
疏
日
、
天
子
朝
二
日
於
東
門
之
外
一、
服
二
玄
冤
一、
其
諸
侯
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則

玉
藻

云
、

皮

弁

以

聴

二
朔

於

大

廟

一、

与

二
天

子

一礼

異

也

、

其

礼

錐

レ
異

、

皆

早

旦
行

事

、

而

昨

夜

有

レ
食

、

廟

傷

之

処

尚

存

、

故

知

二
夜

食

一
也

、

徐

逸

云
、

夜

食

則

星

元

レ
光

、

張

靖

策

廃

疾

云
、

立

二
八

尺

之

木

一、

不

レ
見

二
其

影

一、

並

与

二
萢

意

一異

、

拠

二
此

文

一、

夜

食

在

二
前

月

晦

一、

則

今

月

朔

、

不

レ
可

二
廃

務

一、

故

有

二
天

子

朝

レ
日

之

礼

一、

又

記

日
、

曽

子

問

日
、

諸

侯

旅

二
見

天

子

一、

入

レ
門

不

レ
得

レ
終

レ
礼

、

而

廃

者

幾

、

孔

子

日

、

大

廟

火

、

日

食

、

后

之

喪

、

雨

需

レ
服

失

レ
容

則

廃

、

如

諸

侯

皆

在

、

而

日
食

、

則

従

二
天

子

一救

レ
日

、

各

以

三
其

方

色

与

二
其

兵

一、

注

日
、

示

下
奉

二
時

事

一有

上
レ
所

レ
討

也

、

方

色

者

、

東

方

衣

青

、

南

方

衣

赤

、

西

方

衣

白

、

北

方

衣

黒

、

拠

二
此

文

一、

行

レ
礼

之

間

、

太

陽

有

レ
廟

、

不

レ
得

レ
卒

レ
事

、

中

途

廃

止

、

但

此

間

之

法

、

有

司

豫

奏

、

与

二
古

礼

意

一、

頗

不

二
相

同

一、

夫

薄

蝕

者

、

国
家

之

大

忌

也

、

経

典

所

レ
記

、

不

レ
別

二
昼

夜

】、

以

レ
此

尋

レ
之
、

難

二
是

夜

蝕

一、

猶

令

二
廃

務

一、

(
D

)

文

章

博

士

従

五
位

下

兼

行

大

内

記

越

前

権

介

都

宿

祢

良

香

議

日
、

案

二

経

伝

諸

史

一、

太

陽

葛

損

、

君

避

レ
殿

移

レ
時

、

百
官

廃

務

、

自

有

二
明

文

一、

不

レ

煩

二
更

載

一
、

此

謂

二
昼

日

之

食

一
也

、

至

二
干

夜

食

廟

傷

之

理

一、

不

レ
見

二
避

殿

廃

務

之

義

一、

但

春

秋

穀

梁

伝

、

荘

公

十

八
年

春

王

三

月

、

日
有

レ
食

之

、

不

レ
言

レ

日
、

不

レ
言

レ
朔

、

夜

食

也

、

鄭

君

釈

日
、

一
日

一
夜

、

合

為

二
一
日

一、

今

朔

日

日
始

出

、

其

食

有

二
廟

傷

之

処

一
未

レ
復

、

故

知

二
此

日

以

レ
夜

食

一、

夜

食

則

亦

属

二
前

月

之

晦

一、

「
謹

按

、

一
日

一
夜

、

合

為

二
一
日

一、

其

食

有

二
藺

傷

之

処

一、

然

則

若

食

及

復

在

二
丑

剋

前

一食

者

、

当

下
属

二
前

月

一
以

為

二
晦

食

一晦

日
廃

務

上
、

若

食

及
復

、

在

二
寅

剋

後

一者

、

当

下
属

二
来

月

一、

以

為

二
朔

食

一
朔

日
廃

務

上
、

且

如

難

二
食

在

二
丑

剋

一、

而

廟

傷

之

処
、

至

二
寅

若

卯

一
、

未

レ
及

二
全

復

一、

則

晦

朔

両

日
、

並

須

二
廃

務

一」

、

古

之

与

レ
今

、

其

事

各

異

、

何

者

古

之

暦

家

、

未

レ
知

下
豫

推

二
日
食

一
之

術

上
、

唯

見

二
廟

傷

一、

然

後

知

レ
食

、

設

有

二
夜

食

一、

不

レ
由

レ

得

レ
知

、

後

代

暦

家

、

以

レ
術

推

レ
理
、

豫

知

二
食

否

一
、

毫

毛

不

レ
差

、

故

唐

開

元

礼

云
、

太

陽

藺

、

有

司

豫

奏

二
其

日

一、

置

二
五
穀

五

兵

於

大

社

一、

皇

帝

不

レ
見

レ

事

q

百

官

各

守

二
本

司

一、

不

レ
理

レ
務

、

過

レ
時

乃

罷

、

如

二
唐

礼

文

一、

不

・
論

二

昼
夜

一、
有
司
豫
奏
、
今
豫
知
二夜
食

一、
山豆
得
二
以
レ在
レ夜
不
一レ
救
・
之
乎
、
既

能
救
レ
之
、
豊
得
下
准
二平
日
一、
挙
中
政
事
上
乎
、
然
則
不
レ問
二
昼
夜
一。
必
当
二廃

務

一、
(
E
)
従
五
位
下
守
大
判
事
兼
行
明
法
博
士
桜
井
田
部
連
貞
相
、
正
六
位
上
行

左
少
史
兼
明
法
博
士
秦
公
直
宗
等
議
日
、
儀
制
令
日
、
太
陽
廟
、
有
司
豫
奏
、

皇
帝
不
レ視
レ事
、
百
官
各
守
二本
司
一、
不
レ
理
レ
務
、
過
レ時
乃
罷
、
義
解
云
、

帝
不
レ視
レ事
者
、
不
レ聞
二政
事
一、
過
レ時
乃
罷
者
、
仮
令
日
蝕
在
レ
申
者
、
酉

時
得
レ罷
、
是
為
二過
レ時
罷
一也
、
公
式
令
日
、
京
官
皆
開
門
前
上
、
閉
門
後
下
、

外
官
日
出
上
、
午
後
下
、
案
二
此
等
文
一、
殊
挙
二
昼
時
一、
不
レ逞
レ言
レ夜
、
為
下

其
依
二
夜
蝕
一不
上
レ
可
二廃
務

一故
也
、
今
太
陽
隠
去
、
夜
漏
既
致
レ藤
、
昼
夜
異
レ

名
、
為
レ政
有
レ時
、
而
依
二夜
蝕

一廃
二昼
政

一、
其
文
未
レ明
焉
、

(
F
)
問
二
暦
博
士
、
日
夜
食
之
時
有
司
豫
可
レ奏
以
否
一、
陰
陽
頭
従
五
位
下

兼
行
暦
博
士
越
前
権
大
橡
家
原
朝
臣
郷
好
、
外
従
五
位
下
行
陰
陽
権
助
弓
削
連

是
雄
等
言
、
天
長
八
年
四
月

一
日
夜
、
日
有
レ蝕
之
、
有
司
豫
不
レ奏
、
朝
廷
問

二其
由
一、
暦
博
士
外
従
五
位
下
刀
岐
直
浄
浜
言
、
陰
陽
寮
壁
書
云
、
夜
蝕

不
レ

奏
、
故
豫
不
レ奏
、
参
議
従
三
位
行
刑
部
卿
兼
下
野
守
南
淵
朝
臣
弘
貞
、
仰
二陰

陽
寮
一
云
、
国
家
急
務
、
何
待
二
明
朝

一、
錐
二
当
レ夜
食

一、
不
レ
可
レ不
レ奏
、
謹

案
、
凡
日
月
蝕
者
、
是
陰
陽
廟
敗
之
象
也
、
故
日
蝕
修
レ徳
、
月
蝕
修
レ
刑
、
経

典
所
レ
言
、
日
食
之
可
レ
慎
、
不
レ
論
二
昼
夜
之
有
一レ別
、
又
壁
書
所
レ
記
、
不
レ見
レ

所
レ拠
、
寮
式
亦
元
二
此
文
一、
然
則
天
長
八
年
以
牲
之
例
、
事
渉
二
疎
漏
一、
理
不
レ

可
レ然
、
是
以
頃
年
、
夜
蝕
豫
申
二送
中
務
省
一、
行
来
漸
久
、
如
レ有
二
成
式
一、

(G
)

二
日
癸
酉
、
平
野
梅
宮
祭
、
以
二昨
日
日
蝕

一故
、
延
而
行
焉
、
是
日
、

於
二左
侯
下
一賜
二侍
臣
酒
一、
賜
レ禄
有
レ
差
、

(増
補
六
国
史
に
よ
る
。
)

　
　ユ　

　

橋
本
万
平
氏
は
、

『
日
本
の
時
刻
制
度
』
に
お
い
て
、

一
の
括
弧
の
部
分
、
お

　

く

よ
び

二
の

(D
)
の
括
弧
の
部
分
を
例
証
と
し
て
、

「丑
刻
ま
で
が
前
日
で
あ
り
、

く

寅
刻
以
後
が
次
の
日
と
し
て
い
た
事
は
わ
か
る
」

(
=

○
頁
)
と
述
べ
ら
れ
、

そ
の
他
の
例
証
も
示
さ
れ
た
。
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『
九
暦
』
の
天
暦
四
年

(九
六
〇
)
五
月
二
十
四
日
の
条
に
次
の
如
く
あ
る
。

　

ロ　
カロ

三
寅
剋
男
皇
子
誕
育
、
自
去
夜
子
剋
有
産
気
色
、
修
善

・
解
謝
錐
度
数
相
重
、
為

(
期
平
安
、
重
立
色
々
大
願
、
具
由
在
願
文
、
卯
剋
、
以
書
状
付
少
納
言
乳
母
命

婦
、
令
奏
男
皇
子
平
安
産
之
由
、

(大
日
本
古
記
録
に
よ
る
。
)

　

　
　
　

伊
地
知
鉄
男
氏
は
、

「
昼
と
夜

の
変
わ
り
目
」

に
お
い
て
、
皇
子
誕
生
は
二
十

四
日
の
寅
刻

で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
四
時
間
ば
か
り
前
の
子
刻
は
去
夜

で
二
十
三
日

に
属
す
る
と
述

べ
ら
れ
た
。
ま
た
、

『
貞
信
公
記
』
延
長
五
年
九
月

二
十
四
日
の

条
に
、

　

　が
　

四
昨
丑
剋
許
兵
部
卿
卿
亮
、

(大
日
本

古
記
録
に
よ
る
。
)

くと
あ
る
。
伊
地
知
氏
は
、
兵
部
卿
克

明
親
王
の
莞
去
は

「昨
丑
刻
」
と
前
日
の
こ

　
　

と
と
扱
わ
れ
て
お
り
、
三
四
に
よ
り
、
当
時
は
、
子
、
丑
は
前
日
で
あ
り
、
寅
刻

く
く

か
ら
当
日
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
と
述
べ
ら
れ
、
橋
本
氏
と
同
様
、

　二
の

(
D
)
の
要
旨
を
と
り
あ
げ
、
更

に
、
応
永
二
十

一
年

(
一
四

一
四
)
の
奥

く書
を
も

つ

『
暦
林
問
答
』

の
後
付

「
昼
夜
時
剋
法
」
の
条
に

　五
金
置
経
云
。
見
レ
星
為
レ暮
。
星
没
為

レ
旦
。
今
案
。
丑
為
二昨
日
之
終

一。
寅
為
二

(
今

日
始
初

一。
故
丑
寅
之
両
時
昨
今
之
交
也
。

(新
校
群
書
類
従
に
よ
る
。
)

と
あ
る
こ
と
よ
り
、
寅
刻
が

一
日
の
始

ま
り
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
と
述

べ
ら

れ
た
。

橋
本
氏
の
発
表
以
来
、
平
安
朝
か
ら
室
町
朝
頃
に
は
、

一
日
は
寅
の
刻
か
ら
始

　

　
ヨ
　

ま
る
と
す
る
説
を
支
持
す
る
説
は
あ
る
が
、
そ
の
説
に
対
し
疑
問
を
抱
い
た
り
、

反
論
を
示
し
た
説
は
な
い
よ
う

で
、
か

つ
て
異
見
を
私
が
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
ぐ

　

　　
　

ら
い
で
あ
る
。
以
下
、
資
料
に
検
討
を
加
え
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

二

↓

に
よ
れ
ば
、
太
皇
太
后
昌
子
の
崩

御
を
、

『
小
右
記
』

の
筆
者
に
告
げ
ら
れ

く
た
の
は
、

「
丑
剋
許
」

で
あ

っ
た
。
括

弧
で
示
し
た
よ
う
に
、
筆
者
は
、
後
日
、

崩
日
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
御
所
に
伺
候
し
て
い
た
僧
等
の
答
え
は
、

「
朔
日
子
終

丑
始
敦
、
猶
以
朔
日
可
為
崩
日
」

で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
、
子
の
終
り
に
し
て
も
丑

の
始
め
に
し
て
も
朔
日
に
属
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
子
の
終
り
な
ら
前
日
、

丑
か
ら
は
後
述

の
よ
う
に
次
の
日
に
な
る
と
い
う
考
え
の
も
と
に
、
子
の
終
り
に

重
点
を
お
き
、

「
猶
」
を
用
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、
僧
の
観
念
か
ら

す
れ
ば
、
夜
は
前
日
に
属
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

幻

(長
保
元
年
十
二
月
)

(
十
九
日
、
戊
辰
、
御
物
忌
也
、
御
仏
名
始
也
、
蔵
人
広
業
行
事
、
亥

一
剋
槌
鐘
、

　

　ら
　

令
堂
童
子
兼
宣
仰
御
導
師
、
初
夜
〈
自
亥

二
至
子
二
〉
芳
慶
、
後
夜
〈
子
三

・

丑
二
〉
慶
算
、
今
夜
蔵
人
所
坑
飯
、
孝
行
、

(中
略
)

廿
日
、
己
巳
、
大
雪
、
槌
鐘
後
、
令
泰
通
仰
御
導
師
、
初
夜
〈
亥

一
・
子

二
〉

聖
胤
、
半
夜
〈
子
三

・
丑
二
〉
観
禅
、
後
夜
〈
丑
三

・
寅
二
〉
明
能
、

(中
略
)

廿

一
日
、
庚
午
、
槌
鐘
後
、
広
業
仰
導
師
、
初
夜
〈
亥

一
・
子

一
〉
慶
算
、
半

　　カ　

　
カ　

夜
〈
子
二

.
丑
四
〉
智
真
、
後
夜
〈
子
二

・
寅
二
〉
芳
慶
、
事
了
蔵
寮
勧
芋
巻
、

(下
略
)

(
『
権
記
』
1
史
料
纂
集
本
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。
)

御
仏
名
の
初
夜
、
半
夜
、
後
夜
の
記
事

の

一
例
で
あ
る
。
子
、
丑
、
寅
、
共
に
そ

れ
ぞ
れ
の
日
の
夜
に
属
し
、
そ
の
間
に
日
付
の
変
更
は
あ
り
え
な
い
。
こ
れ
が
僧

　

に
お
け
る
時
に
対
す
る
観
念

で
あ

っ
た
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も

一
は
、
寅

の
刻

(

か
ら
日
の
変
わ
る
こ
と
を
示
す
例
と
は
な
ら
な
い
。

　二
は
、
整
理
す
れ
ば
、

(
B
)
に
い
う
如
く
、
元
慶
元
年
四
月

一
日
の
夜
日
蝕

く
の
あ
る
こ
と
を
陰
陽
寮
が
告
げ
、
そ
れ
を
中
務
省
か
ら
奏
上
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、

夜
に
日
蝕

の
あ
る
場
合
、
廃
務
す
べ
き
か
否
か
を
、
明
経

・
紀
伝

・
明
法
等
の
博

士
に
議
せ
し
め
た
。

(C
)
は
、
明
経
博
士
を
は
じ
め
と
す
る
明
経
道

の
人
々
の
意
見
、

(D
)
は
、

文
章
博
士
を
は
じ
め
と
す
る
紀
伝
道
の
人
々
の
意
見

で
あ
り
、

(
E
)
は
、
明
法

博
士
を
は
じ
め
と
す
る
明
法
道
の
人
々
の
意
見
で
あ
る
。
な
お
、

(
F
)
は
、
夜

日
蝕

の
あ
る
時
は
、
関
係
役
人
は
豫
め
奏
上
す
る
も
の
か
否
か
を
暦
博
士
に
質
問
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さ
れ
、
豫
め
奏
上
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
と
答
え
た
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
意

見
を
聴
取
し
た
上
で
、

(
A
)
に
い
う

よ
う
に
、
四
月

一
日
、
夜
丑

一
刻
に
日
蝕

が
あ

っ
て
、
天
皇
は
政
事
に
た
ず
さ
わ
ら
ず
、
百
官
は
政
務
を
と
ら
ず
、
常
祭
は
、

行
わ
れ
な
か

っ
た
。

そ
し
て
、

(
G
)
に
い
う
よ
う
に
、
二
日
に
延
引
し
た
平
野

　

　　
　

祭
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

橋
本
氏
の
示
さ
れ
た

二
の

(D
)

の
括
弧
の
部
分
は
、

一
日

一
夜
を
合
わ
せ
て

く

一
日
と
す
る
鄭
玄

の
注
を
前
提
に
し

て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
夜
の
日
蝕
は
前

日
の
事
に
属
す
る
。
と
こ
ろ
が
、

(
D
)
は
丑
の
刻
ま
で
が
夜

で
、
寅
の
刻
か
ら

夜
が
明
け
、
寅
の
刻
か
ら

一
日
が
始
ま

る
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

(
D
)
の
説
が
用

い
ら
れ
て
は
い
な

い
。
公
の
記
録
た
る

『
三
代
実
録
』
で
は
、

朔
日
の

「夜
丑

一
刻
、
日
有
レ蝕
之
」

と
朔
日
の
丑
の
刻
に
日
蝕
が
あ
り
、
朔
日

が
廃
務
に
な

っ
て
い
る
。

「夜
丑

一
刻
、
日
有
レ蝕
之
」
や

「薦
初
子
三
剋

三
分
、

復
至
二寅

二
剋

一
分
一」
と
い
う
の
は
、
観
察
記
録
で
は
な
く
、
陰
陽
寮

の
報
告
に

よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
記
事
は
、

(
D
)

の

「
且
如
錐
三食
在
二
丑
剋

一、
而

廟
傷
之
処
、
至
二
寅
若
卯

一、
未
レ
及
二
全
復

一、
則
晦
朔
両
日
、
並
須
二廃
務

一」
に

該
当
す
る
。

(
D
)
説
に
よ
れ
ば
、
晦

日
も
朔
日
も
廃
務
す
べ
き
で
あ
る
が
、
晦

日
が
廃
務
に
な

っ
た
形
跡
は
な
い
。

(
A
)
で
は
、
丑
の
刻
は
朔
日
の
こ
と
と
さ

れ
、
朔
日
が
廃
務
と
な

っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
、

(
D
)
の
説
が
用
い
ら
れ
た
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。

中
国
で
は
、
鶏
鳴
に
よ

っ
て
夜
が
明
け
、
日
が
始
ま
る
と
考
え
ら
れ
た
が
、
鶏

　

　
　
　

鳴

の
時
刻
に
つ
い
て
は
、
子
の
刻
説
、

丑
の
刻
説
、
寅
の
刻
説
が
あ

っ
た
。
こ
れ

ら

の
説
が
わ
が
国
に
も
入
り
、
日
の
始
ま
り
の
時
刻
に
つ
い
て
説
が
分
れ
て
い
た

ら
し
い
。

　

『
九
暦
』

の
三
の

「去
夜
子
剋
」

の
去
夜
は
、
事
実
と
し
て
は
伊
地
知
氏
の
い

く

わ
れ
る
よ
う
に
二
十
三
日
の
夜
を
い
う

に
し
て
も
、
筆
者
に
と

っ
て
は
、

「去
夜
」

　

　
　
　

は
昨
夜
の
意

で
あ

っ
た
ろ
う
。
寅
の
刻

か
ら
日
の
始
ま
り
と
し
て
い
た
例
と
は
な

し
に
く
い
。

　四
の

『
貞
信
公
記
』
の
九
月
二
十
四
日
の
記
事
中
の

「昨
丑
刻
」
も
、
丑
刻
が

く
前
日
の
二
十
三
日
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

「昨
丑
刻
」
は
、
昨
夜
の

丑
の
刻

の
意
で
あ
ろ
う
。

『
日
本
紀
略
』
で
も
、
克
明
親
王
の
亮
去
は
、
九
月

二

十
四
日
と
記
し
て
い
る
。

　五
は
群
書
類
従
本
に
は
な
く
、

い
つ
附
加
さ
れ
た
も
の
か
知
り
が
た
い
が
、
寅

く
の
刻
を
日
の
始
ま
り
と
す
る
と
い
う
説
が
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

橋
本
氏
は
、
前
掲

の
例
の
他
に
、
日
の
始
ま
り
を
寅

の
刻
と
す
る
例
と
し
て
、

　
　

次
の
例
文
七
八
の
括
弧
の
部
分
を
上
げ
て
い
ら
れ
る
。

く
く

　七

一
、
御
方
違
時
刻
之
事
。

(

「
経
々
難
有
多
説
家
伝
之
習
。
以
丑
寅

二
刻
為
昨
今
之
境
。
」
傍
御
方
違
事
不

御
待
明
寅

一
時
者
不
可
為
御
方
違
之
分
。
然
者
子
丑
時
分
渡
御
。
卯
初
刻
還
御

尤
可
然
候
哉
。
今
時
日
出
卯

二
刻
也
。
以
此
分
可
有
計
御
用
敦
。

閏
正
月
廿
九
日

刑
部
卿

(
『
大
膳
大
夫
有
盛
記
』

の
長
禄

二
年

[
一
四
五
八
]

の
記
事
。
1
続
群
書
類

従

に
よ
る
。
)

　八
〇
春
秋
分

昼
夜
分
○

[童
子
問
]
木
下
菊
所
春
分
秋
分
之
日
、
多
レ
夜
奈
何
、

(
朱
翼
日
、

(中
略
)

・
榔
那
代
酔
編

云
、
余
嘗
謂
、

「
子
丑

二
時
、
倶
属
二
今
日
之
夜
一、
寅
時
乃
属

二明
日
之
旦
一、
」
引
二穀
梁
伝
注
疏

一云
云
、
子
丑
二
時
、
山豆
不
レ当
レ属
二
前
旦

乎
、
按
朱
翼
説
、

(
以
下
略
)

(
『
類
聚
名
物
考
』
第

一
冊

一
=
二
頁
。
ー
井

上
頼
囲
、
近
藤
瓶
城
校
訂
本
に
よ
る
。
注

(7
)
も
同
じ
。
)

　七
の
著
者
大
膳
大
夫
有
盛

(
一
四

一
二
～

一
四
七
九
)
は
、
平
安
朝
以
来
、
陰
陽

く道
の
名
家

で
あ
る
賀
茂
氏
の
生
ま
れ
で
あ
る
。

「
錐
有
多
説
」
と
い
う
よ
う
に
、

一
日
の
始
ま
り
の
境
界
に
つ
い
て
は
多
く
の
説
が
あ

っ
た
。
し
か
し
、

「
家
伝
之

習
」
と
し
て
、
賀
茂
氏
で
は
、
寅
の
刻
を
日
の
始
ま
り
と
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

応
永
二
十

一
年

(
一
四

一
四
)
成
立
の

『
暦
林
問
答
』
は
賀
茂
在
方
の
著

で
あ
り
、

　五
の
説
も
賀
茂
氏

「
家
伝
之
習
」
に
よ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

(
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　八
の
括
弧

の
部
分
は
中
国
の
資
料

で
あ
り
、

(

三

例
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　八
時
奏
す
る
、

い
み
じ
う
を
か
し
。

い
み
じ
う
寒
き
夜
中
ば
か
り
な
ど
、
こ
ほ
こ

(
ほ
と
こ
ほ
め
き
沓
す
り
来

て
、
弦
打

ち
鳴
ら
し
て
、

「
な
ん
け
の
な
に
が
し
、

時
丑
三
つ
、
子
四
つ
」
な
ど
、
遙
か
な
る
声
に
言
ひ
て
、
時

の
杭
さ
す
音
な
ど
、

い
み
じ
う
を
か
し
。

「
子
九
つ
、
丑

八
つ
」
な
ど
ぞ
、
さ
と
び
た
る
人
は
言
ふ
。

す
べ
て
、
な
に
も
な
に
も
、
た
だ

四
つ
の
み
ぞ
杭
に
は
さ
し
け
る
。

(枕
草
子

「
時
奏
す
る
」
1
角
川
文
庫
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。
)

時
を
奏
す
る
こ
と
と
、
時
の
杭
に
つ
い
て
、

『
禁
秘
抄
』
の

「奏
時
事
」

の
項
に
、

　九
上
古
随
二陰
陽
寮
漏
刻

一奏
レ之
。
近
代
指
計
蔵
人
仰
レ之
。
丑
杭
以
後
為
二
明
日

(
分

一。

(故
実
…叢
書

『
禁
秘
抄
考
註
』
に
よ
る
。
)

と
あ
る
。
橋
本
氏
は
、

「
丑
刻
ま
で
が
今

日
で
、
そ
れ
以
後
即
ち
寅
刻
か
ら
明
日

　

　
　
　

の
意
味

で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
ら
れ

る
が
、
こ
れ
は
無
理
な
読
み
方
で
、
丑
の

刻
か
ら

一
日
が
始
ま
る
と
し
て
い
た
例

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

源
氏
物
語

「桐
壼
」

の
巻
の
、

「右
近

の
つ
か
さ
の
と
の
ゐ
申

の
こ
ゑ
き

こ
ゆ

る
は
う
し
に
な
り
ぬ
る
な
る
べ
し
」

の

『奥
入
』
の
注
に

　佑

亥

一
剋
、
左
近
衛
夜
行
官
人
初
奏

時
終
二子
四
剋
一、
丑

一
剋
右
近
衛
宿
申
事

至
卯

一
剋
、
内
竪
亥

一
剋
奏
二宿
簡

一、

(第

二
次

『奥
入
』
1
源
氏
物
語
大
成

巻
七
に
よ
る
。
)

左
近
衛
の
宿
直
申
は
、
前
半
夜
、
亥

一
刻
か
ら
子
四
刻
ま

で
、
右
近
衛

の
は
後
半

　
　む

夜
、
丑

一
刻
か
ら
卯

一
刻
ま
で
、
前
半
夜
と
後
半
夜
の
区
切
り
は
丑

一
刻
に
あ
る

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
日
の
始
ま
り
の
時
刻
と
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　仁

大
納
言
殿
ま
ゐ
り
た
ま
ひ
て
、
書

の
こ
と
な
ど
奏
し
た
ま
ふ
に
、
例
の
、
夜

い
た
く
ふ
け
ぬ
れ
ば
、
御
前
な
る
人

々
、

一
人

二
人
つ

つ
失
せ
て
、
御
屏
風
、

御
几
帳
の
後
な
ど
に
皆
隠
れ
臥
し
ぬ
れ
ば
、
た
だ
ひ
と
り
、
ね
ぶ
た
き
を
念
じ

て
さ
ぶ
ら
ふ
に
、

「丑
四
つ
」
と
奏
す
な
り
。

「
明
け
は
べ
り
ぬ
な
り
」
と
ひ

と
り
ご

つ
を
、
大
納
言
殿
、

「
今
さ
ら
に
、
な
大
殿
籠
り
お
は
し
ま
し
そ
」
と

て
、
寝

べ
き
も
の
と
も
お
ぽ

い
た
ら
ぬ
を
、
う
た
て
、
何
し
に
さ
申
し

つ
ら
む

と
思

へ
ど
、

(
『枕
草
子
』

「
大
納
言
殿
ま
ゐ
り
た
ま
ひ
て
」
)

「
丑
四
つ
」
と
奏
す
る
の
を
聞
い
て
、

「
明
け
は
べ
り
ぬ
」
と
推
定
し
て
い
る
。

季
節
に
も
よ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
丑
の
四
刻

で
夜
明
け
を
感
じ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。

　一
二
か
く
て
、
ま
づ
ま
う
の
ぼ
ら

せ
給
ひ
て
、
月
ご
ろ
の
御
物
語
り
、
お
そ
く
参

く
ら
せ
給

へ
る
こ
と
な
ど
、
か
た
み
に
き
こ
え
給
ひ
つ
つ
、
ま
だ
お
ほ
と
の
こ
も

ら
ぬ
に
丑
二
つ
と
申
す
に
、
女
御
下
り
給
ひ
な
む
と
す
れ
ば
、

「
し
ば
し
、
待

ち
給

へ
」
と

て
、

「
こ
の
頃
の
夜
は
、
か
う
い
ひ
て
も
ま
だ
暗
し
、

(中
略
)

あ
か
く
な
れ
ば
、
急
ぎ
下
り
給
ひ
ぬ
。

(
『
宇
津
保
物
語
』

「
国
譲
下
」

二
二

二
～

二
二
一二
頁
-
角
川
文
庫
に
よ
る
。
)

今
上
は
、
あ
て
宮
に
対
し
、

「
こ
の
頃
の
夜
は
、

か
う
い
ひ
て
も
ま
だ
暗
し
」
と

い
う
が
、
あ
て
宮
は
丑
二
つ
と
聞

い
て
帝
の
所
か
ら
退
ろ
う
と
し
て
い
る
。
丑
二

つ
頃
に
は
、
夜
を
共
に
し
て
い
る
男
女
は
別
れ
る
時
刻
だ

っ
た
ら
し
い
。

　一
三

二

日

と

い
ふ

夜

、

男

、

「
わ

れ

て
、

あ

は

む
」

と

言

ふ

。

女

も

は

た

、

い

と

く
あ
は
じ
と
も
思

へ
ら
ず
。
さ
れ
ど
、
人
目
し
げ
け
れ
ば
、
え
あ
は
ず
。
使
ざ
ね

と
あ
る
人
な
れ
ば
、
遠
く
も
宿
さ
ず
、
女
の
ね
や
近
く
あ
り
け
れ
ば
、
女
、
人

を
し
づ
め
て
、
子

一
つ
ば
か
り
に
、
男
の
も
と
に
来
た
り
け
り
。
男
は
た
、
寝

ら
れ
ざ
り
け
れ
ば
、
外
の
方
を
見
い
だ
し
て
ふ
せ
る
に
、
月
の
お
ぼ
ろ
な
る
に
、

小
さ
き
童
を
さ
き
に
立

て
て
、
人
立
て
り
。
男
、
い
と
う
れ
し
く
て
、
わ
が
寝

る
所
に
ゐ
て
入
り
て
、
子

一
つ
よ
り
丑
三
つ
ま
で
あ
る
に
、
ま
だ
な
に
ご
と
も

語
ら
は
ぬ
に
帰
り
に
け
り
。
男
、

い
と
か
な
し
く
て
、
寝
ず

な
り
に
け
り
。

(
『
伊
勢
物
語
』

六
九
段
ー
角
川
文
庫
に
ょ
る
。
)

　

　

密

会

の
女

は

、

丑

三

つ

に
男

の
所

か

ら

立

ち

去

っ

て

い

る
。

一
二
、

一
三

で
は

、

く

く

丑
二
つ
や
丑
三
つ
に
、
男
女
は
別
れ
よ
う
と
し
た
り
、
別
れ
た
り
し
て
い
る
。
丑
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良本不

の
刻
が
夜
明
げ
を
思
わ
せ
る
時
刻
だ

っ
た
こ
と
に
よ
る
ら
し
い
。

↓
四
あ
な
見
ぐ
る
し
、

つ
ね
に
は
と
思

へ
ど
も
、
れ
い
の
車
に
て
お
は
し
た
り
。

く
さ
し
よ
せ
て
、

「
は
や
く

」
と
あ
れ
ば
、
さ
も
み
ぐ
る
し
き
わ
ざ
か
な
と
思

ふ
く

ゐ
ざ
り
出

で
て
の
り
ぬ
れ
ば
、
よ
べ
の
所
に
て
も
の
が
た
り
し
給
ふ
。

上
は
院

の
御
方
に
わ
た
ら
せ
た
ま
ふ
と
お
ぼ
す
。
あ
け
ぬ
れ
ば

「鳥

の
ね

つ
ら

き
」
と
の
給
は
せ
て
、
や
を
ら
奉
ま

つ
り
て
お
は
し
ぬ
。

(
『
和
泉
式
部
日
記
』

四
〇
九
頁
-

日
本
古
典
文
学
大
系

に
よ
る
。
)

「鳥

の
ね
」
は
、

「
明
け
ぬ
れ
ば

」
と
関
わ

っ
て
い
る
。
夜
明
け
を
告
げ
る

　

　

「
鳥

の

ね

」

は
、

一
二
、

一
三

に

み

る

よ

う

に
丑

の

刻

の

頃

だ

っ
た

よ

う

で

あ

る

。

く

く

『
二
中
歴
第

五
』

の

「
歳
時
歴
」
に
、

、]
劃

時

夜
半

鶏
鳴

平
旦

日
出

食
時

禺
中

日
中

日
映

哺
時

(

日
入

黄
昏

人
定

(史
籍

集
覧
に
よ
る
。
)

と
あ
り
、

『
拾
芥
抄
上
』
の

「
十
二
時
異
名
部
第
六
」
に
は
、

ゴ
川
平
旦
寅

日
出
卯

食
時
辰

禺
中
巳

日
中
午

日
映
未

哺
時
申

日
入

く
酉

黄
昏
戌

人
定
亥

夜
半
子

鶏
鳴
丑

或
説
云
。
平
旦
時
、
只
皆
十
二
時
之
初
剋
。
謂
二
平
旦
一之
由
。
見
二内
曲
ハ一云
云
。

(故
実
…叢
書
に
よ
る
。
)

と
あ
る
。

『
拾
芥
抄
』
は
、
平
旦
を

「十
二
時
之
初
剋
」
と
す
る

「或
説
」
に
従

っ

　

　

た
た
め
か
平
旦
か
ら
書
き
始
め
て
い
る
。

こ
の
或
説
は
、
五
や
七
と
通
じ
る
の
で

く

く

あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
鶏
鳴
は
丑
の
刻
に
相
当
し
て
い
る
。

四

　一
七
吾
勢
祐
乎
倭
辺
遣
登
佐
夜
深
而
鶏
鳴
露
」小
吾
立
所
露
之

(
『
万
葉
集
』

一
〇

が

)

ゴ
川
織
女
之
袖
続
三
更
之
五
更
者
河
瀬
之
鶴
者
不
鳴
友
吉

(
『
万
葉
集
』

一
五
四

(

注

(11
)

九

〔
一
五

四

五
〕

)

　

　

一
七

の
鶏

鳴

、

一
八

の

五
更

は

、

共

に

「
ア

カ

ト

キ
」

と

訓

ま

れ

て
お

り

、

日

本

く

く

　

古
典
文
学
全
集

の

一
八
の
頭
注
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

く

ヨ
ヒ
の
原
文

「
三
更
」
は
、
大
陸
の
更
点
時
刻
法
に
よ
る
表
記
で
、
日
没
の
八

刻

(
二
時
間
)
後
か
ら
日
出
九
刻

(
二
時
間
十
五
分
)
前
ま
で
の
時
間
を
五
等

分
し
て
、

一
更
、
二
更
、

三
更
、
四
更
、

五
更
と
し
、
定
時
法
で
計
算
し
て
九

十
三
分
ず

つ
に
割

っ
た
も
の
の
第
三
の
更
を
示
す
。
す
な
わ
ち
二
十
三
時
六
分

か
ら
○
時
三
十
九
分
ま

で
を
さ
す
が
、
夏
冬
で
長
さ
の
変
化
す
る
不
定
時
法

で

あ

っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
語
と
し

て
は

ヨ
ヒ
と
読
ま
れ
る
。

「
夜
三
更
而
」

(
一
一
二
四
)
と
も
あ

っ
た
。

ア
カ
ト
キ
の
原
文

「
五
更
」
は
右
の
計
算
法
に

よ
れ
ば
、
正
確
に
は
二
時
十
二
分
か
ら
三
時
四
十
五
分
に
あ
た
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
鶏
鳴
は
丑
三
つ
か
ら
寅
二
つ
頃
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
鶏
鳴

　

を
丑
の
刻
と
す
る
こ
と
に
も
お
お
む
ね

一
致
し
、

一
四
の

「
鳥
の
ね
」
に
夜
明
け

く

　

　

を

思

っ
た

の
も

、

一
二
や

一
三

の
よ

う

に

丑

二

つ
や

丑

三

つ
頃

で
あ

っ
た

と

い
え

(

(

よ

う

。

　一
九
十
九
年
夏
五
月
五
日
、
薬
二猟
於
菟
田
野
一。
取
二鶏
鳴
時

一、
集
二
干
藤
原
池

く
上
一。
以
二会
明
一乃
往
之
。

(
『
日
本
書
紀
』

「
推
古
紀
」
1

日
本
古
典
文
学

大
系
に
よ
る
。
)

「
鶏
鳴
時
」
は

「
ア
カ
ッ
キ
」
、

「
会
明
」
は
、

「
ア
ケ
ボ
ノ
」
と
訓
ま
れ
、
鶏

鳴
時
は
五
月
五
日
に
属
し
、
事
を
起

こ
す
時
刻
で
あ

っ
た
。

　二
〇
賀
茂
臨
時
祭
〈
石
清
水
准
レ之
、
但
無
二御
前
儀

一、
御
神
楽
還
立
之
儀
在
レ
別
、

(
〉鶏

鳴
懸
二舞
人
陪
促
装
束

一、
大
盤
所
渡
殿
井
御
装
物
所
引
縄
懸
レ
之
、
内
臓
寮

居
二朝
飯

一、

〈弓
庭
殿
居
レ之
、

二
行
対
座
、
〉

平
旦
賜
二使
御
衣
一、

〈
半
轡
、
下
重
、
表
袴
等
、
近
年
例
去
レタ
給
レ之
〉
舞
人

　

陪
従
賜
二装
束

一。

(
『
江
家
次
第
』
三
二
四
頁
-
故
実
叢
書
に
よ
る
。
二
一
も

(

同
じ
。
)

右
の
文
中
の
鶏
鳴
は
丑
の
刻
、
平
旦
は
寅
の
刻
で
あ
り
、
丑
の
刻
は
当
日
に
属
し
、
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橋
本
氏
説
の
よ
う
に
前
日
で
は
な
い
。

　一=

四
方
拝
事

〈
正
月

一
日
寅

一
刻
〉

く
追
灘
後
、
主
殿
寮
供
二御
湯
一、

〈
今
案
難
レ
当
二
歳
下
食

一、
猶
供
前
朝
仰
也
、

(後
三
条
院
也
、
)
近
例
御
帷
、
蔵

寮
以
レ新
献
之
、
〉
鶏
鳴
、
掃
部
寮
奉
二仕

御
装
束
於
清
涼
殿
東
庭

一、
先
敷

二
葉
薦

一、
其
上
敷
二
長
莚

一、

〈
南
北
妻
〉

(中
略
)

寅

一
刻
出
御
、

〈
黄
櫨
御
砲
〉
蔵
人

頭
候
二御
裾
一、
近
衛
次
将
取
二
御
劔

一前
行
、

〈
入
二
屏
風
一給
之
後
、
候
二屏
風
外

一
(中
略
)

次
於
下
拝
二
天
地
一座
上
、
北
向
拝
レ
天
、

〈
庶
人
向
レ
乾
〉

(
『
江
家
次
第
』

一
～

二
頁
)

　
　ま

鶏
鳴
は
、
追
灘
後
、
寅

一
刻
の
前
の
こ
と
と
て
、
丑
の
刻
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
し
、

丑
の
刻
は
正
月

一
日
に
属
し

て
い
る
。

　二
二

(長
徳
四
年
十
月
)

く

　　

ヵ
　

九
日
、
早
朝
従
大
僧
都
許
被
示
送
云
、
左
府
今
夜
為
違
口
可
宿
桃
園
給
者
、
即

報
示
今

日
依
日
次
不
宜
不
参
、
梯
暁

可
参
之
由
、
参
内
、
候
宿
、
十
日
、
鶏
鳴

詣
桃
園
、

(下
略
)

(
『権
記
』

)

九
日
は
日
が
よ
く
な
い
の
で
、

「
彿
暁
可
参
」
と
伝
え
、
十
日
の
鶏
鳴

(丑
の
刻
)

に
桃
園

へ
行

っ
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
丑
の
刻
は
十
日
に
属
し
、
前
日
の
九
日
に

は
入
ら
な
い
。
鶏
鳴
-

丑
の
刻
を
前
日
と
す
る
橋
本
氏
の
説
で
は
説
明
で
き
な
い
。

五

　二
一二
頭
の
弁
の
、
職
に
ま
ゐ
り
た
ま
ひ

て
物
語
な
ど
し
た
ま
ひ
し
に
、
夜

い
た
う

く
ふ
け
ぬ
。

「
明
日
、
御
物
忌
な
る
に
、
篭
る
べ
け
れ
ば
、
丑
に
な
り
な
ば
あ
し

か
り
な
む
」
と
て
、
ま
ゐ
り
た
ま
ひ
ぬ
。

つ
と
め
て
、
蔵
人
所
の
紙
屋
紙

ひ
き

重
ね
て
、

「今
日
は
、
残
り
多
か
る

こ
こ
ち
な
む
す
る
。
夜
を
通
し
て
昔
物
語

も
聞
え
明
さ
む
と
せ
し
を
、
鶏
の
声

に
も
よ
ほ
さ
れ
て
な
む
」
と
、
い
み
じ
う

言
多
く
書
き
た
ま

へ
る
、

い
と
め

で
た
し
。
御
返
り
に
、

「
い
と
夜
深
く
は
べ

り
け
る
鶏
の
声
は
、
孟
嘗
君
の
に
や
」
と
聞
え
た
れ
ば
、

(
『
枕
草
子
』

「
頭

の
弁

の
」
)

「
丑
に
な
り
な
ば
あ
し
か
り
な
む
」
に
つ
い
て
、
萩
谷
朴
氏
は
、
新
潮
日
本
古
典

集
成
の
頭
注
で
、

「
寅
の
初
刻

(午
前
三
時
)
か
ら
は
翌
日
の
平
旦

(朝
)
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
故
に
、
職
曹
司
に
い
る
間
に
丑
の
刻

(午
前

一
時
か
ら
三
時
)

に
な
る
と
、
前
夜

の
う
ち
に
参
内
で
き
な
く
な
る
の
で
困
る
と
言
訳
を
し
て
辞
去

し
た
」
と
あ
る
が
、
職
曹
司
か
ら
参
内
す
る
の
に
時
間
は
ど
れ
程
も
か
か
ら
な
い

か
ら
、
こ
の
解
釈
は
妥
当
で
は
な
い
。
田
中
重
太
郎
氏
の

『枕
草
子
全
註
釈
三
』

に
お
い
て
、

「
丑
の
刻
は
午
前

一
時
か
ら
三
時
ま
で
で
あ
る
。
丑
の
刻
に
な
る
と
、

翌
日
1

そ
れ
は
、

「御
物
忌
」
の
日
で
篭
居
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
日
で
あ

る
ー

に
な
る
か
ら
丑

の
刻
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
ら
悪

い
で
あ
ろ
う
の
意
」
と
さ
れ

て
い
る
通
り
で
あ
ろ
う
。
頭
弁
は

「
丑
に
な
り
な
ば
」
と
い
っ
て
お
り
、
丑
の
刻

以
前
に
立
去

っ
て
い
る
。
丑
の
刻
以
前
に
退
去
し
た
の
に
、

「鶏
の
声
に
も
よ
ほ

さ
れ
て
な
む
」
と
い
っ
た
の
で
、
清
少
納
言
は
、
鶏
鳴
-
丑
の
刻
以
前

の
鶏

の
声

は
、
孟
嘗
君
の
食
客
の
あ
の
鶏
鳴
か
と
い
っ
た
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。
と
も
あ

れ
、
頭
弁
は
、
丑
の
刻
が
日
の
始
ま
り
と
す
る
観
念
を
も

っ
て
い
た
も
の
と
い
え

よ
う
。

　二
四
御
物
忌
な
れ
ば
、
御
社
よ
り
、
丑
の
時

に
ぞ
帰
り
ま
ゐ
れ
ば
、
御
神
楽
な
ど

く
も
さ
ま
ば
か
り
な
り
。
兼
時
が
、
こ
ぞ
ま
で
は
い
と

つ
き
づ
き
し
げ
な
り
し
を
、

こ
よ
な
く
お
と
ろ

へ
た
る
ふ
る
ま
ひ
そ
、
見
知
る
ま
じ
き
人
の
上
な
れ
ど
、
あ

は
れ
に
、
思
ひ
よ
そ

へ
ら
る
る
こ
と
お
ほ
く
は
べ
る
。

(
『
紫
式
部
日
記
』
七

一
頁
-
新
潮
日
本
古
典
集
成
に
よ
る
。
)

寛
弘
五
年
十

一
月

二
十
八
日
は
賀
茂
の
臨
時

の
祭

で
あ

っ
た
。

一
条
帝
は
、

二
十

　

　お
　

五
日
か
ら
四
日
連
続
し
て
物
忌
だ

っ
た
。
使
者
や
神
楽
の
舞
人
達
は
物
忌
中
の
帝

の
い
る
宮
中
に
帰
参

で
き
な
い
た
め
、
丑
の
刻
に
な

っ
て
か
ら
1
日
が
替

っ
て
物

忌
の
明
け
る
の
を
待

っ
て
帰
参
し
た
。

『権
記
』
に
よ
れ
ば
、
長
徳
四
年
十

一
月
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三
十
日
に
は
、

「
子
二
剋
使
等
帰
参
。

在
御
神
楽
事
」
、
長
保
元
年
十

一
月
三
十

日
に
は
、

「亥
剋
使
帰
、
丑
剋
在
御
宴
」
と
あ
り
、
亥
や
子
の
刻
に
帰
り
え
た
の

に
、

「
御
物
忌
な
れ
ば
」
丑
の
刻
に
帰
参
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

　

　

　

一
九
、

二
〇
、

二

一
、

二
二

に

見

た

「
鶏

鳴

(
丑

の
刻

)

は

日

の
替

っ
た

日

の

時

く

く

く

く

　

　

刻

で
あ

っ
て
、
前
日
に
属
す
る
と
は

い
え
な
い
例

で
あ
る
。
壬
二、
二
四
に
見
る

く

く

丑
の
刻
は
、
新
し
い
日
の
替
り
目
の
時
刻
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

　九
の

「
丑
杭
以
後
為
二
明
日
分

一」
と

『禁
秘
抄
』
に
い
う
所
と
相
通
じ
て
い
る
。

く
　

　

　

一
の

(
D
)
の
説
、
五
に
見
ら
れ

る
説
、
七
の
太
膳
太
夫
有
盛
の
家
伝
の
習
、

く

く

く

　一
七
の

『
拾
芥
抄
』
の
或
説
で
は
、
寅

の
刻
が
日
の
替
る
時
刻
と
し
て
い
る
が
、

X一
の

(
D
)
以
外
は
中
世

の
資
料
で
、

平
安
朝
の
資
料
に
は
、
む
し
ろ
丑
の
刻
が

く日
の
替
る
時
刻
と
し
て
い
た
と
思
わ

れ
る
例
が
目
に
入
り
、
橋
本
氏
や
伊
地
知
氏

の
説
に
は
従
い
に
く
い
。
寅

の
刻
を

日
の
替
る
時
刻
と
す
る
説
は
、
ど
う

い
う
所

で
、
ど
う
い
う
時

に
有
効
だ

っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
賀
茂
氏
の
よ
う
な
陰
陽
家

で
は

家
伝
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
た
に
し
て
も
、
平
安
朝

の
宮
廷
社
会
で
の
有
効
性
は

疑
わ
し
い
。

注

(
1
)
昭
和

四

一
年

(
一
九
六
六
)
九
月
刊
。

(
2
)

『
汲
古
』
創
刊
号

(
昭
和
五
七
年

五
月
)
、

の
ち
、

『
伊
地
知
鉄
男
著
作
集

1
』
所
収
。

な
お
、

「古
代

の

一
日
の
始

り
と
沐
浴
回
数
」

(
『
武
蔵
野
文
学

37
』

〔平
成

二
年

一
月
〕
)

に
お

い
て
も
、

同
じ
例
を
用
い
て
同
趣
旨
の
こ
と
を
述

べ
て
い
ら
れ
る
。

(
3
)
目
に
と
ま

っ
た
も

の
と
し
て
は
、
増
田
繁
夫
氏
校
注

『
枕
草
子
』

一
二
三
頁
注

=

。
新

潮

日
本
古
典
集

成

『
枕
草
子
』

上
巻

三
〇

二
頁
注
七
。
小
林
賢
章
氏

「
日
付
変
更
時
刻
と
今

夜
」

(
『
国
語
語
彙
史

の
研
究
』
十

六
。
)

(
4
)
拙
稿

「
紫
式
部
日
記
覚
書
-

日
遊

・
御
物
忌
1
」

(滋
賀
大
学
教
育
学
部
紀
要
-

人
文

・

社
会
-
第

26
号
。

の
ち
、

『
紫
式
部

日
記
孜
』
所
収
。

)

(
5
)
二
行
書
の
割
注
を

一
行
書

に
し
、

〈

〉
で
示
し
た
。

(
6
)
平
野

の
祭
は
四
月
の
上
申

で
四
月

一
日
で
あ

っ
た
が
、
翌
二
日
に
延
期
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

梅
宮

の
祭

は
四
月
上
酉
だ

か
ら
、
四
月

二
日
は
祭

の
日
で
あ

っ
た
。

(
7
)
○
鶏
鳴

○

〔童
子
問
〕
木
下
菊
所
鶏
鳴
、
礼
文
王
世
子
、
内
則
泊
孟
子
本
注
無

二的
説

一。

或
謂
二
丑
時

一、
代
酔
編

云
、
寅
時
為
二
一
日
之
初

一、
鶏
鳴
起
レ是
也
、
月
令
広
義
日
、
鶏
鳴

聴
レ
政
、
所
レ
謂

一
日
之
事
在

レ寅
、
皆
以
為

二寅
時

一也
、
然
素

問
日
、
平
旦
至
二
日
中

一、
天

之
陽
、
陽
中
之
陽
也
、

日
中
至
二
黄
昏

一、
天
之
陽
、
陽
中
之
陰
也
、
合
夜
至
二鶏
鳴

一、

天
之

陰
、
陰
中
之
陰
也
、
鶏
鳴

至
二平

旦
一、
天
之
陰
、
陰
中
之
陽
也
、
張
景
岳
注
日
、

子
前
為
二

陰
中
之
陰

一、
子
後
為

二陰
中
之
陽

一、
愚
按
、
黄
帝
平
二
分
昼
夜

一論
レ
之
、
則
以
二鶏
鳴

一為
二

子
時

一也
、

又
按
管
曝
偶
談
、
今
人
以
二
半
夜
鶏

一為
二
不
祥

一、
其
来
遠
　
、
引

二唐
来
鵬
詩

一、

是
与
二
素
問

一異
也
、
何
不
レ引
二
晋
劉
現
、
祖
　
中
夜
鶏

一乎
、
如
二
孟
嘗
君
夜
半
至

一レ関
、
客

能
為
二
鶏
鳴

一、
而
鶏

尽
鳴
、
則
是
亦
謂
二
夜
半

不
レ
鳴
時

一也
、

・
小
学
紺
珠
、
十

二
時
鶏
鳴

丑
、

・
居
家
必
用
、
群
書
集
唾
、
亦

丑
也
、

・
金
匿
真
言
与
二素
問

一同
、
○

〔
梁
宝
誌
十

二　

時
詩
〕
鶏
鳴
丑

一
穎
、
円
光
明
己
久
、
詩
所

(
『
類
聚

名
物
考
』
第

一
冊

一
〇
三
頁
。
1

八(

参
照
。
)

よ

べ

こ
よ
い

(
8
)
伊
地
知
氏
は
、
昨
夜
は
日
付
変
更
以
前
を
さ
し
、
今
宵

は
日
付
変
更
以
後

を
さ
す
も
の
と

　

　

推
察
さ
れ
、

三
の

「
去
夜
」
、

四
の

「
昨
」
も

「
よ

べ
」

の
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
が
、
八
鳥

(

(

よ

ぺ

こ
よ
い

正
治
氏

は

「
『
昨
夜
』

と

『
今
宵
』
」

(
「
日
本
歴
史
」

平
成

九
年

一
月
)

に
お

い
て
、

「
こ
よ
い
」
と

「よ
べ
」

の
語
は
、
ど
ち
ら

の
日
の
夜
に
属
す
る
か
に
よ

っ
て
区
別
さ
れ
ず
、

執
筆
時
点
と
筆
者

の
意
識

に
よ

っ
て
使

い
わ
け
ら
れ

て
い
る
と
述
べ
て
い
ら
れ
る
。

(
9
)
前
掲
書

一
一
二
頁
。

(
10
)

「卯

一
刻
」

は
不
審

で
あ
る
。

『
北
山
抄
』
巻
九

「
宿
申
」

の
項

で
は
、

「亥

子
時
左
陣
、

毎
刻
夜
行
、

丑
寅
刻
右
陣
勤
之
」

(故
実
叢
書
に
よ
る
。

)
と
あ
る
。

(
11
)

〔

〕

の
番
号
は
旧
国
家
大
観
の
番
号
。

(
12
)

『
権
記
』

の
長
保
元
年
十

二
月

二
十
九

日
の
記
事

で
は
、

「
子

一
刻
追
灘
」
、
長
徳
四
年

十
二
月

二
十
九
日
の
記
事

に
は
、

「
丑
二
刻
追
灘
了
」
と
あ
る
。

(
13
)
拙
著

『
紫
式
部

日
記
致
』

一
〇
四
頁
参
照
。
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